
平
成
十
九
年
九
月
十
三
日
提
出

質

問

第

一

八

号

難
民
認
定
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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難
民
認
定
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
五
年
五
月
よ
り
改
正
「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
が
施
行
さ
れ
、
難
民
審
査
参
与
員
制
度
を
は
じ
め
、
新
た

な
難
民
認
定
制
度
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
改
正
案
議
決
に
あ
た
り
、
衆
議
院
、
参
議
院
は
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
を
付
し
、
手
続
き

の
「
適
正
性
」
、
「
迅
速
性
」
、
「
客
観
性
」
、
「
透
明
性
」
を
確
保
、
参
与
員
の
人
選
に
あ
た
っ
て
「
専
門
性
」
を
確
保
す

る
よ
う
難
民
調
査
当
局
に
対
し
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
「
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
解
釈
や
勧
告
等
を

十
分
尊
重
す
る
」
こ
と
を
当
局
に
要
請
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
仮
滞
在
許
可
制
度
、
難
民
認
定
に
お
け
る
不
服
申
立
制
度
等
、
難
民
認
定
に
関
す
る
各
種
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の

運
用
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
三
年
後
を
目
途
に
検
討
を
行
う
こ
と
」
と
の
附
帯
決
議
を
付
し
、
実
施
状
況
を
検
証
す
る
よ
う
要
請

し
て
い
る
。

難
民
保
護
と
い
う
最
も
重
要
な
国
際
貢
献
に
寄
与
す
る
趣
旨
か
ら
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

難
民
認
定
実
務
の
実
績
に
つ
い
て

�

二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
難
民
申
請
件
数
と
難
民
認
定
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
六
年
に
難
民
申
請
者
の
異
議
申
立
て
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
審
査
件
数
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
参
与
員
の

一



前
で
意
見
陳
述
が
行
わ
れ
た
件
数
と
、
意
見
陳
述
に
付
さ
れ
な
か
っ
た
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
以
前
に
難
民
申
請
を
受
付
け
て
二
〇
〇
六
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点
で
一
次
処
分
の
告
知
を

行
っ
て
い
な
い
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。
こ
の
う
ち
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
以
前
に
受
付
け
た
件
数
も
示
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
以
前
に
提
出
さ
れ
た
難
民
不
認
定
処
分
異
議
申
立
て
の
う
ち
二
〇
〇
六
年
十
二
月
三
十
一
日
時

点
で
裁
決
の
告
知
を
行
っ
て
い
な
い
件
数
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
」
に
は
、
「
法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
当
と
認
め

る
と
き
は
、
異
議
申
立
て
人
又
は
参
加
人
の
意
見
陳
述
及
び
審
尋
を
録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（
こ
れ
ら
に
準
ず

る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
、
こ
れ
を
も
つ
て
調
書
の
記
載
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
五
十
八
条
の
六
第
二
項
）
と
の
規
定
が
新
設
さ
れ
、
調
査
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化
に
期
待
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
記
二
〇
〇
六
年
中
に
録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
に
記
録
し
た
件
数
は
何
件
か
示
さ
れ
た

い
。

二

実
務
に
つ
い
て

�

出
身
国
情
報
の
収
集
に
つ
い
て

二



�
）
先
の
法
務
省
の
回
答
で
は
、
二
〇
〇
五
年
に
外
部
に
委
託
し
て
翻
訳
し
た
出
身
国
情
報
は
以
下
の
三
点
で
あ
っ
た
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
英
国
内
務
省
報
告
（
二
〇
〇
五
年
、
全
訳
）

パ
キ
ス
タ
ン
、
英
国
内
務
省
報
告
（
二
〇
〇
五
年
、
全
訳
）

イ
ラ
ン
、
英
国
内
務
省
報
告
（
二
〇
〇
五
年
、
全
訳
）

二
〇
〇
六
年
に
提
出
さ
れ
た
難
民
申
請
の
審
査
に
供
す
る
た
め
に
外
部
に
委
託
し
て
翻
訳
し
た
出
身
国
情
報
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

�
）
ま
た
そ
れ
ら
は
、
難
民
調
査
官
お
よ
び
参
与
員
に
、
当
該
難
民
申
請
者
の
供
述
調
書
作
成
ま
た
は
審
尋
問
ま
で
に
配

布
さ
れ
た
か
。

�
）
難
民
申
請
者
は
、
自
身
の
個
別
事
情
に
つ
い
て
、
母
国
語
な
ど
で
陳
述
書
や
関
連
資
料
を
提
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
正
確
性
を
期
す
た
め
そ
れ
ら
の
翻
訳
は
外
注
さ
れ
、
各
地
方
入
国
管
理
局
ま
た
は
本
省
入
国
管
理
局
に
お
い
て
発

注
書
が
記
録
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
発
注
の
総
件
数
と
総
費
用
を
回
答
さ
れ
た
い
。

�

参
与
員
に
よ
る
審
尋
後
「
意
見
陳
述
及
び
審
尋
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
」
が
作
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
書
面
は
要
旨
の

み
で
あ
る
た
め
、
審
尋
時
の
問
答
の
正
確
性
が
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
代
理
人
に
開
示
す
る
際
に
複
写
さ
せ
な
い
と

三



い
う
制
限
的
な
開
示
で
あ
る
。
な
ぜ
要
旨
の
み
が
開
示
さ
れ
複
写
不
可
能
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

�

参
与
員
に
よ
る
審
尋
当
日
に
提
出
し
た
証
拠
は
受
付
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

�

一
次
審
査
で
作
成
さ
れ
た
供
述
調
書
が
参
与
員
の
審
尋
前
に
も
そ
の
場
で
も
、
ま
た
そ
の
後
も
開
示
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ

ら
、
申
請
者
の
主
張
の
変
遷
を
跡
付
け
る
た
め
の
弾
劾
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
行
は
「
手
続
の
客
観

性
及
び
透
明
性
」
と
い
う
国
会
の
附
帯
決
議
の
要
請
に
反
し
て
い
る
。
保
有
す
る
証
拠
を
審
尋
前
に
申
請
者
お
よ
び
そ
の

代
理
人
に
開
示
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

三

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
（
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
）
か
ら
の
助
言
に
つ
い
て

参
議
院
は
、
「
入
管
法
に
定
め
る
諸
手
続
に
携
わ
る
際
の
運
用
や
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
難
民
関
連
の
諸
条
約
に
関
す
る

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
解
釈
や
勧
告
等
を
十
分
尊
重
す
る
」
よ
う
求
め
て
い
る
。
国
際
社
会
の
付
託
を
受
け
た
Ｕ

Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
助
言
を
尊
重
、
履
行
す
る
こ
と
が
難
民
行
政
を
担
当
す
る
機
関
に
対
す
る
要
請
で
あ
る
と
考
え
る
。

�
�
）
法
務
省
が
二
〇
〇
六
年
に
お
い
て
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
に
難
民
認
定
お
よ
び
補
完
的
保
護
の
付
与
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
た

件
数
を
示
さ
れ
た
い
。

四



�
）
前
記
の
難
民
申
請
か
ら
一
年
以
上
経
過
し
て
処
分
を
決
定
し
て
い
な
い
事
案
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
た
件
数
を
示
さ

れ
た
い
。

�
�
）
二
〇
〇
六
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
よ
り
提
供
を
受
け
た
文
書
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
見
解
書
の
表
題
を
す
べ
て
列
挙
さ
れ
た

い
。

�
）
そ
の
う
ち
翻
訳
し
た
文
書
が
あ
れ
ば
、
そ
の
概
要
を
説
明
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
六
年
の
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
担
当
者
を
招
い
た
難
民
調
査
官
、
難
民
審
査
参
与
員
を
対
象
と
す
る
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の

実
施
状
況
（
開
催
日
、
参
加
者
の
肩
書
き
と
人
数
、
テ
ー
マ
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
タ
リ
バ
ン
勢
力
が
南
東
部
を
中
心
に
勢
力
を
拡
大
し
、
首
都
で
も
自
爆
テ
ロ
が
頻
発
す
る
状
況

と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
五
月
二
十
二
日
郡
和
子
衆
議
院
議
員
に
対
し
石
崎
課
長
補
佐
が
「
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
に
助
言
を

求
め
る
」
と
回
答
し
た
が
、
そ
の
後
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
に
助
言
を
求
め
た
か
。
求
め
た
場
合
は
そ
の
求
め
た
日
と
求
め
た
文

書
の
内
容
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
か
ら
の
回
答
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
求
め
な
か
っ
た
場
合
は
求
め
な
い
理
由
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五



�

二
〇
〇
六
年
に
は
、
多
く
の
ビ
ル
マ
人
、
と
り
わ
け
少
数
民
族
で
あ
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
出
身
者
が
多
数
入
国
し
、
難
民

申
請
し
た
。
現
在
多
く
の
ビ
ル
マ
人
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
に
お
い
て
は
、
法
務
省
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ

Ｃ
Ｒ
に
助
言
を
求
め
た
か
。
ま
た
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
か
ら
こ
れ
と
は
別
に
ビ
ル
マ
難
民
に
対
し
て
助
言
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

か
。
そ
れ
ぞ
れ
助
言
を
求
め
た
日
と
助
言
が
あ
っ
た
日
を
示
し
、
助
言
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

冊
子
「
難
民
認
定
行
政－

二
十
五
年
間
の
軌
跡－

」
に
つ
い
て

法
務
省
は
、
二
〇
〇
六
年
十
一
月
「
難
民
認
定
行
政－

二
十
五
年
間
の
軌
跡－

」
を
発
刊
し
た
。
こ
の
中
に
、
「
難
民
不

認
定
理
由
の
説
明
状
況
」
と
し
て
、
「
決
定
書
中
に
記
載
さ
れ
た
処
分
理
由
」
例
が
複
数
開
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
表
に

あ
た
っ
て
、
「
個
人
情
報
保
護
等
の
関
係
上,

一
部
固
有
名
詞
を
記
号
化
し
た
」
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
出

身
国
、
日
本
の
入
出
国
日
、
刑
事
事
件
で
係
属
し
た
裁
判
所
名
も
記
載
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の

点
を
質
問
す
る
。

�

同
冊
子
に
は
「
個
人
情
報
保
護
等
の
関
係
上,

一
部
固
有
名
詞
を
記
号
化
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
個
人
情
報
」
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
情
報
保
護
法
の
「
個
人
情
報
」
定
義
「
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、

当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他

六



の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を

含
む
。
）
を
い
う
」
に
準
じ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
同
冊
子
の
発
刊
に
あ
た
り
、
個
人
情
報
保
護
法
に
あ
る
「
他
の
情
報
と

容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
」
情
報
に
該
当
す

る
可
能
性
を
排
除
す
る
た
め
、
「
他
の
情
報
」
の
存
否
を
ど
の
よ
う
に
確
認
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

特
に
、
外
国
人
の
犯
罪
は
マ
ス
コ
ミ
の
関
心
を
引
き
、
し
ば
し
ば
実
名
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
刑
事
事
件

で
実
刑
を
受
け
た
者
の
過
去
の
新
聞
報
道
、
テ
レ
ビ
報
道
な
ど
の
検
索
、
照
合
に
よ
り
、
難
民
申
請
者
個
人
を
特
定
な
い

し
、
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
可
能
性
を
検
討
さ
れ
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
の
中
の
一
名
は
、
「
処
分
理
由
」
例
に
記
さ
れ
て
い
る
二
語
を
検
索
語
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
て
い
る
過
去
の
新
聞
記
事
検
索
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
、
そ
の
者
の
名
前
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
性
能
か
ら
、
個
人
情
報
保
護
法
に
い
う
「
他
の
情
報
」
を
容
易
に
入
手
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
「
処
分
理
由
」
例
に
記
さ
れ
て
い
る
二
語
だ
け
の
検
索
語
で
申
請
者
本
人
の
名
前
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も

容
易
に
照
合
で
き
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。

�

こ
の
よ
う
な
詳
細
な
情
報
を
冊
子
と
し
て
不
特
定
の
人
々
に
配
布
し
、
ま
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
無
制
限
に
ア
ク
セ

七



ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
自
国
政
府
の
迫
害
を
恐
れ
る
難
民
申
請
者
が
、
自
身
の
個
人
情
報
が
入
国
管
理
局
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
の
危
惧
を
抱
く
可
能
性
に
つ
い
て
事
前
に
検
討
さ
れ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

特
に
開
示
さ
れ
て
い
る
理
由
書
の
事
案
に
関
与
し
た
参
与
員
を
含
め
、
同
冊
子
の
公
表
に
あ
た
っ
て
参
与
員
に
事
前
に

回
覧
し
、
開
示
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
か
。
求
め
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
寄
せ
ら
れ
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

�

同
冊
子
の
作
成
に
要
し
た
費
用
（
制
作
費
、
印
刷
費
、
運
送
費
、
原
稿
料
）
、
発
行
部
数
、
冊
子
体
の
配
布
先
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


